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平成３１年３月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成３０年（ワ）第３４８１８号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年２月２７日  

判         決 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 5 

主         文 

１ 被告は，原告に対し，別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

  主文同旨  

第２ 事案の概要 

１ 本件は，原告が，経由プロバイダである被告に対し，氏名不詳者がインター

ネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する動画をアップロードし，原告

の公衆送信可能化権を侵害したことが明らかであるとして，特定電気通信役務15 

提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プロ

バイダ責任制限法」という。）４条１項に基づき，上記著作権侵害行為に係る

別紙発信者情報目録記載の発信者情報（以下「本件発信者情報」という。）の

開示を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ20 

り認められる事実。なお，本判決を通じ，証拠を摘示する場合には，特に断ら

ない限り，枝番を含むものとする。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，映画，ビデオの映像製作，編集業務，販売等を営む株式会社で

ある。原告は，平成２８年１２月１日，株式会社ＣＡ（以下「ＣＡ」とい25 

う。）を吸収合併し，ＣＡが有していた権利及び義務を承継した。（甲１） 
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イ 被告は，電気通信事業を営む株式会社であり，一般利用者に向けて広く

インターネット接続サービスを提供している経由プロバイダである。 

(2) 本件各著作物 

別紙著作物目録記載の著作物（以下，別紙の符号に従い「本件著作物１」

などといい，併せて「本件各著作物」という。また，本件各著作物を収録し5 

たＤＶＤを，その符号に従い「本件ＤＶＤ１」などといい，併せて「本件各

ＤＶＤ」という。）は映画の著作物である。（甲９～１１，１３，１４，１

６～１９，２３，３５～３８） 

(3) 本件各発信者の行為 

氏名不詳者（以下「本件各発信者」という。）は，別紙侵害動画目録の投10 

稿日時欄記載の日時に，インターネット上のウェブサイト「ＦＣ２コンテン

ツマーケット アダルト」（以下「本件動画サイト」という。）に，同目録

記載の動画１～５（以下，同目録の番号に従って「本件動画１」などといい，

併せて「本件各動画」という。）を投稿した（以下「本件投稿」という。）。

（甲８） 15 

(4) ＩＰアドレスの開示 

  原告は，本件訴訟の提起に先立ち，平成３０年６月，アメリカ合衆国ネバ

ダ州地区連邦裁判所に民事訴訟を提起し，本件動画サイトを運営するＦＣ２，

Ｉｎｃ．（以下「ＦＣ２」という。）に対し，本件各動画の販売ページであ

る甲８の「販売者」欄記載のＩＤを提示しつつ，侵害者及び「「侵害作品」20 

（判決注：本件各動画をいう。）をアップロード及び／又は投稿したＦＣ２．

ｃｏｍに登録しているその他ＦＣ２ユーザーを特定するに足りる全情報」を

求め，ＦＣ２から，別紙侵害動画目録のＩＰアドレス欄記載のＩＰアドレス

（以下「本件各ＩＰアドレス」という。）の開示を受けた。原告は，ＦＣ２

に上記情報の開示を求める際，開示を求める情報には，「各「侵害作品」の25 

アップロード及びＦＣ２．ｃｏｍにおける本件侵害者のアカウントへのアク
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セスに使用されたＩＰアドレスのあらゆるログ」が含まれるが，これに限ら

れないとしていた。（甲３～６） 

 ３ 争点 

(1) 特定電気通信該当性 

(2) 開示関係役務提供者該当性 5 

(3) 権利侵害に係る発信者情報該当性 

(4) 権利侵害の明白性の有無 

(5) 発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点(1)（特定電気通信該当性）について 10 

〔原告の主張〕 

  本件動画サイトは，インターネットに接続する環境を有する者であれば，誰

でも閲覧することが可能であるから（甲８），本件動画サイトは，不特定の者

によって受信されることを目的とする電気通信の送信である「特定電気通信」

に該当する。 15 

〔被告の主張〕 

  本件動画サイトそれ自体が特定電気通信に該当するものではない。 

２ 争点(2)（開示関係役務提供者該当性）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 被告は，電気通信事業を営んでいるところ，被告が管理する端末機器等は，20 

特定電気通信の用に供される電気通信設備であり，本件動画サイトは，特定

電気通信設備を経由して行われたものであるため，当該設備は，特定電気通

信設備（プロバイダ責任制限法２条２号）に該当する。 

被告は，本件各ＩＰアドレスを割り当てられた被告の契約者に係る発信者

情報を保有しているから，本件各発信者による本件各著作物の送信可能化権25 

侵害との関係において，開示関係役務提供者に該当する。 
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  (2) 被告は，本件各ＩＰアドレスが，本件投稿に係るものではなく，本件動画

サイトのログインに使用されたＩＰアドレスにすぎない可能性があるとして，

そのような権利侵害情報ではない情報の発信を媒介したにすぎない被告は，

開示関係役務提供者に該当しないと主張する。 

    しかし，ＦＣ２は，原告から「各「侵害作品」のアップロード及びＦＣ２．5 

ｃｏｍにおける本件侵害者のアカウントへのアクセスに使用されたＩＰアド

レス」の開示を求められ（甲３，５），これに該当する本件各ＩＰアドレス

を開示したのであるから（甲４，６），ＦＣ２から開示された本件各ＩＰア

ドレスは本件各動画のアップロードに使用されたものである。 

    また，本件各ＩＰアドレスは固定ＩＰアドレスであり，本件動画サイトへ10 

のログインに使用されたＩＰアドレスと本件投稿に使用された本件各ＩＰア

ドレスは同一であるから，本件各ＩＰアドレスが本件各動画のアップロード

に使用されたことは明らかである。 

    仮に，本件各ＩＰアドレスが本件動画サイトへのログインに使用されたも

のにすぎないとしても，本件動画サイトのようにアカウント及びパスワード15 

を入力しなければ利用できないサービス（甲４３）については，ログインし

た時点でのＩＰアドレスに基づいた発信者情報開示が認められるべきである。 

〔被告の主張〕 

本件各ＩＰアドレスは，原告がＦＣ２に対して，①本件各動画の販売者を特

定するに足りる情報及び②本件各動画をアップロード及び／又は投稿したＦＣ20 

２．ｃｏｍに登録しているその他ＦＣ２ユーザーを特定するに足りる情報を開

示するよう求めたのに対し，ＦＣ２が，いかなる通信に係るＩＰアドレスであ

るかを明示することなく開示したものにすぎないから，ＦＣ２．ｃｏｍのアカ

ウントへのアクセス・ログインに使用されたＩＰアドレスである可能性もある。

また，ＦＣ２は，本件各ＩＰアドレスについてその割当日時を明らかにしてお25 

らず，本件各ＩＰアドレスの割当日時として原告が主張する日時は，原告が本
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件各動画の販売日をもとに記載したにすぎないものと思われる。 

このように，本件各ＩＰアドレスと割当日時がいかなる通信に係るものであ

るかは明らかでないから，被告は，本件各ＩＰアドレスを用いてなされた，原

告が主張する割当日時における本件動画サイトのアカウントへのログインとい

う，権利侵害情報でない情報の発信を媒介したにすぎない可能性がある。 5 

仮に，本件各動画のアップロード行為が存在するとしても，当該行為に使用

されたＩＰアドレス及び割当日時が明らかでなく，被告が本件各動画のアップ

ロードの用に供される特定電気通信設備を用いて当該通信を媒介したことにつ

いて主張立証がない以上，被告がプロバイダ責任制限法４条１項にいう「開示

関係役務提供者」に該当するということはできない。 10 

３ 争点(3) 権利侵害に係る発信者情報該当性 

〔原告の主張〕 

  上記２の原告の主張のとおり，本件各ＩＰアドレスは本件各動画のアップロ

ードに使用されたものであるから，原告が開示を求める本件発信者情報は，権

利侵害に係る発信者情報に該当する。 15 

〔被告の主張〕 

  上記２の被告の主張のとおり，本件各ＩＰアドレスは本件動画サイトにログ

インする際に使用されたものにすぎない可能性があるから，原告が開示を求め

る発信者情報は，権利侵害に係る発信者情報に該当しない。プロバイダ責任制

限法４条１項は，あくまでも侵害情報の流通があった場合のその侵害情報その20 

ものの流通に係る者の情報の開示について定めるものと解すべきであるから，

仮に原告が開示を求める発信者情報に，本件各動画のアップロードを行った者

の情報が含まれる可能性があるとしても，他に本件動画サイトへのログインと

いう，非侵害情報が含まれる可能性がある場合には，非侵害情報の発信に係る

者の情報は，開示請求の対象とはならない。 25 

４（権利侵害の明白性の有無）について 



   

6 

 〔原告の主張〕 

(1) 本件各著作物の著作権者 

以下のとおり，本件各著作物の著作権者は，ＣＡを吸収合併してその著作

権を承継した原告である。 

ア ＣＡは，本件各著作物を製作し，別紙著作物目録の発売日欄記載の日に5 

本件各ＤＶＤを販売した。ＣＡは，「美」（後に「痴女ヘブン」への名称

変更），「Ｅ－ＢＯＤＹ」のメーカー名（屋号）を使用してアダルトＤＶ

Ｄを製作していたところ，本件ＤＶＤ１及び２のパッケージ及びこれを販

売する原告が管理するウェブサイトには，「美」又は「痴女ヘブン」と記

載され（甲９～１１，１６，１７，２３），本件ＤＶＤ３のパッケージ及10 

びこれを販売する原告が管理するウェブサイトには，「Ｅ－ＢＯＤＹ」と

記載されている（甲１８，１９，３６）。「美」及び「Ｅ―ＢＯＤＹ」は，

ＣＡの変名として広く周知されていたから（甲２２），ＣＡが本件各著作

物の著作権者であったことは明らかである（著作権法１４条）。そして，

原告はＣＡを吸収合併したから，原告は本件各著作物の著作権を承継した。 15 

イ 本件各著作物は映画の著作物であるところ，本件各著作物の監督は，Ｘ

（以下「本件監督」という。）である（甲１６，１７，１９，２９～３３）。

本件監督は，脚本の創作や映像の編集等の総指揮を行って，本件各著作物

の脚本や映像内容に関する最終決定権限を有し，本件各著作物の全体的形

成に創作的に寄与した者（著作権法１６条）に該当するから，本件監督は，20 

本件各著作物の著作者である。ＣＡは，本件各著作物を最初に発意して企

画し，本件各著作物の製作費用全てを負担する等の責任を負う主体であっ

たため（甲２９～３４），映画製作者（著作権法２条１０号）に該当する。

そして，著作者である本件監督は，映画製作者であるＣＡに対し，本件各

著作物の製作に参加することを約束してこれらの製作を行ったのであるか25 

ら，本件各著作物の著作権は，ＣＡに帰属し（著作権法２９条１項），Ｃ
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Ａを吸収合併した原告がこれを承継した。 

  (2) 公衆送信可能化権侵害の成否 

以下のとおり，本件各発信者が本件各動画をアップロードしたことにより，

原告の公衆送信可能化権が侵害されていることが明らかである。 

ア 動画の同一性 5 

本件著作物１は，総再生時間が１６８分５秒（２時間４８分５秒），予告

及び宣伝等を除外した本編映像が約１５０分（２時間３０分）の動画であ

るところ（甲９），本件動画１は，本件著作物１の再生時間約３５分０３秒

から約１時間０３分２９秒まで（甲１３），本件動画２は，本件著作物１の

再生時間約１時間５０分４０秒から約２時間３０分５４秒までと一致す10 

る（甲１４）。 

本件著作物２は，総再生時間が３時間２７分９秒（２０７分９秒），他

作品の紹介等を除外した本編映像が約３時間１０分（１９０分）の動画

であるところ（甲１６，２３），本件動画３は，別紙侵害箇所特定目録記

載の再生時間において，本件著作物２の一部と一致する（甲３５）。 15 

本件著作物３は，総再生時間が１時間５６分１３秒（１１６分１３秒），

宣伝等を除外した本編映像が約１時間５０分（１１０分）の動画であると

ころ（甲１８，３６），本件動画４は，本件著作物３の再生時間約１時間２

９分２９秒から約１時間５１分５秒まで（甲３７），本件動画５は，本件著

作物３の再生時間約５４分４８秒から１時間１７分３０秒までと一致す20 

る（甲３８）。 

   以上のとおり，本件各動画は，本件各著作物の一部を複製したものであ

ることは明らかである。  

   被告は，本件各著作物と本件各動画は，モザイクの有無が異なることか

ら，本件各著作物を複製したものか明らかではないと主張する。しかし，25 

著作物の複製は実質的に同一である場合も含むのであり，本件各動画の動
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画タイトルには，本件各著作物の出演者の伏せ字が使われ，本件各動画は，

モザイクの有無のほか，一部のエフェクト（特殊な効果）が異なる以外に

本件各著作物と何ら異なるところがないから（甲１３，１４，３５，３７，

３８），本件各著作物と本件各動画は実質的に同一であり，本件各動画は，

本件各著作物を複製したものである。  5 

イ アップロードの有無 

本件各発信者は，本件各ＩＰアドレスの割当てを受けてインターネット

に接続し，本件各動画を，本件動画サイト内に設けられた別紙侵害動画目

録記載の「販売画面ＵＲＬ」欄記載のインターネット上にアップロードし，

本件各動画を購入した者が本件各動画をダウンロードし得る状態に置い10 

ており（甲８，１５，３９，４０），当該行為は，本件各動画を公衆の求

めに応じて自動的に公衆送信が行われる状態に置いたものであり，原告の

送信可能化権を侵害する。 

被告は，本件各発信者と本件各動画の販売者の同一性を争うが，本件動

画３の販売ページ（甲８の３）に埋め込まれたサンプル動画（甲４２）の15 

再生後，投稿者のＦＣ２のＩＤが表示され，これは本件動画３の販売者の

ＩＤと同一であるから，本件各動画の投稿（アップロード）を行った者，

すなわち本件各発信者と，本件各動画の販売ページ（甲８）の販売者は同

一である。 

したがって，本件各発信者が本件各動画を本件動画サイトにアップロー20 

ドした行為により，原告の送信可能化権が侵害されていることが明らかで

ある。 

ウ 非侵害事由の有無 

本件各動画について，本件各発信者から権利許諾を受けているという回

答はされていない。また，本件動画サイトは，投降したデジタルコンテン25 

ツが購入された場合，販売価格の一部が換金可能なポイントとして販売者
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の報酬となる（甲４３）。このように，本件動画サイトにおけるデジタル

コンテンツの販売者は，金銭的報酬を目的としてアップロードを行うから，

当該アップロード行為について，私的使用，引用その他の著作権法３０条

以下に定める制限事由が存在しないことが明らかである。 

〔被告の主張〕 5 

(1) 本件各著作物の著作権者 

ア 原告は，本件各著作物の著作権者は原告であると主張するが，本件各著

作物を収録したＤＶＤ及び本件各著作物のデジタルデータを販売するウェ

ブサイトにおいて表示されている「美」，「痴女ヘブン」，「Ｅ－ＢＯＤ

Ｙ」という名称が，原告又は原告が吸収合併したＣＡの変名であることは10 

周知のものとはいえず，原告が著作権者であることを推定することはでき

ない（著作権法第１４条）から，各原映像の著作権者が原告であることが

明らかとはいえない。 

イ 上記４〔原告の主張〕(1)イは，否認又は争う。 

(2) 公衆送信可能化権侵害の成否 15 

ア 画像の同一性 

本件各著作物と本件各動画は，モザイクの有無が異なり，本件各動画が

本件各著作物を複製したものであるかは明らかではない。 

イ アップロードの有無 

原告は，送信可能化権が侵害されていると主張するが，甲８の本件各動20 

画の販売ページからは，本件各動画がサーバー等にアップロードされてい

るか否かは明らかでない。 

また，当該各販売ページの「販売者」が，本件各動画をアップロードし

たか否かも明らかではない。 

したがって，本件各発信者が本件各動画を本件動画サイトにアップロー25 

ドしたことにより，原告の送信可能化権が侵害されているか否かは明らか
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ではない。 

ウ 非侵害事由の有無 

仮に，原告の公衆送信可能化権が侵害されているとしても，著作権法第

３０条以下に定める非侵害事由がいずれも存在しないことが明らかであ

るとはいえない。 5 

５ 争点(5)（発信者情報開示を受けるべき正当な理由の有無）について 

〔原告の主張〕 

 原告は，本件各著作物の公衆送信可能化権を侵害した本件各発信者に対し，

不法行為に基づく損害賠償等の請求をする予定であり，そのためには，本件各

発信者について別紙発信者情報目録記載の各情報が必要であるから，原告には10 

発信者情報の開示を受ける正当な理由がある。 

〔被告の主張〕 

 損害賠償請求等を行うためには，住所及び氏名が判明すれば十分であり，電

子メールアドレスの開示を受ける必要はないから，電子メールアドレスについ

ては，発信者情報開示を受けるべき正当な理由は認められない。 15 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（特定電気通信該当性）について 

証拠（甲８）によれば，本件動画サイトにおける別紙侵害動画目録の販売画

面ＵＲＬ記載の各ウェブページは，インターネットに接続する環境を有する者

であれば，誰でも閲覧することが可能であると認められるから，当該各ウェブ20 

ページは，不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信で

ある「特定電気通信」に該当する。 

 ２ 争点(2)（開示関係役務提供者該当性）について 

   証拠（甲４３）によれば，本件動画サイトは，ＦＣ２からユーザーＩＤ（ア

カウント）及びパスワードを貸与されることによって，動画の投稿，販売等が25 

可能となることが認められる。そして，前提事実(4)によれば，ＦＣ２は，米国
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の訴訟において，原告から本件各動画のアップロード及びＦＣ２．ｃｏｍのア

カウントへのアクセスに使用されたＩＰアドレスの開示を求められ，何らの説

明や留保を付すことなく，本件各ＩＰアドレスを開示していることに照らすと，

本件各ＩＰアドレスは，本件各発信者が本件各動画のアップロードをするため

に本件動画サイトにログインし，本件各動画のアップロードをする際に割り当5 

てられたものと認めるのが相当である。 

そうすると，本件各発信者に対してインターネット接続サービスを提供して

いた被告は，プロバイダ責任制限法４条１項の「開示関係役務提供者」に当た

る。そして，被告は，本件発信者情報を保有しているものと認められるから（甲

７），原告は，被告に対して，本件発信者情報の開示を求めることができる。 10 

 ３ 争点(3)（権利侵害に係る発信者情報該当性）について 

   前記２で判示したところによれば，原告が開示を求める発信者情報は，権利

侵害に係る発信者情報に該当する。 

４ 争点(4)（権利侵害の明白性の有無） 

(1) 本件各著作物の著作権者 15 

証拠（甲９～１１，１３，１４，１６～１９，２３，２９～３８）によれ

ば，①本件各著作物は映画の著作物であること，②本件監督が本件各著作物

の全体的形成に創作的に関与した者として著作者に当たること，③ＣＡは，

本件各著作物を最初に発意して企画し，本件各著作物の製作費用全てを負担

する等の責任を負う主体であり，映画製作者に該当すること，④本件監督は，20 

ＣＡに対し，本件各著作物の製作に参加することを約束してこれらの製作を

行ったことがそれぞれ認められる。そのため，本件各著作物の著作権は，Ｃ

Ａに帰属し（著作権法２９条１項），ＣＡを吸収合併した原告がこれを承継

したと認められる。 

 (2) 公衆送信可能化権侵害の成否 25 

証拠（甲８，１３～１５，３５，３７～４２）によれば，本件各発信者は，
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本件各著作物と実質的に同一である本件各動画を本件動画サイトのサーバー

にアップロードして，公衆に送信し得る状態に置いたと認められ，当該行為

について著作権法３０条以下の権利制限事由が存在することもうかがわれな

いから，本件各発信者が本件各著作物のデータを本件動画サイトにアップロ

ードした行為は，原告の公衆送信可能化権を侵害することが明白であると認5 

められる。 

そうすると，原告は，本件各発信者に対して，上記侵害行為による損害賠

償等を求めることができる。 

５ 争点(5)（発信者情報開示を受けるべき正当理由の有無）について 

以上のとおり，原告は本件各発信者に対して著作権（送信可能化権）侵害を10 

理由とする損害賠償請求権等を有するところ，原告が本件各発信者に対してそ

の権利を行使するためには，本件発信者情報の開示が必要である。 

開示すべき発信者情報に関し，被告は，電子メールアドレスの開示を受ける

必要はないと主張するが，プロバイダ責任制限法４条１項に係る総務省令にお

いては，電子メールアドレスも侵害情報の発信者の特定に資する情報として規15 

定されている上，転居などの事情によって本件各発信者の実際の住所が，被告

が本件各発信者の住所として保有しているものと異なる可能性もあることに照

らすと，電子メールアドレスの開示が不要ということはできない。 

したがって，原告には被告から本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理

由がある。 20 

６ 結論 

よって，本訴請求は理由があるからこれを認容することとし，主文のとおり

判決する。 

東京地方裁判所民事第４０部 

 25 

裁判長裁判官 
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   佐   藤   達   文 

 

裁判官 

                       5 

三   井   大   有 

 

裁判官 

                          

   今   野   智   紀 10 
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当事者目録 

原       告   株 式 会 社 Ｗ Ｉ Ｌ Ｌ 

同訴訟代理人弁護士   山   口   孝   太 

              芝   崎   晴   哉 5 

              原   木       航 

被       告  ソ フ ト バ ン ク 株 式 会 社 

同訴訟代理人弁護士  五 十 嵐       敦 

           梶   原       圭 

           小   塩   康   祐 10 

           稲   葉   大   輔 

           中   山       祥 

           大   山   貴   俊 

           菅   野   邑   斗 

           丸   山       駿 15 

           川   上   貴   寛 

           近   藤   翔   太 

           陳       裕   真 
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発信者情報目録 

 

別紙侵害動画目録記載のＩＰアドレスを同目録記載の投稿日時に使用して情報を送

信していた者に関する情報であって，次に掲げるもの。 

① 氏名又は名称 5 

② 住所 

③ 電子メールアドレス 
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著作物目録 

 

１． 作品名：小悪魔痴女大乱交 

 発売日：２０１１年３月２５日 

 メーカー：痴女ヘブン 5 

 

２． 作品名：僕を犯してくれる痴女お姉さん達 

 発売日：２０１１年７月２２日 

 メーカー：痴女ヘブン 

 10 

３． 作品名：Ｅ－ＢＯＤＹ 成瀬心美 

 発売日：２０１２年２月１３日 

 メーカー：Ｅ－ＢＯＤＹ 
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侵害動画目録 

 

１ ＩＰアドレス：６０.１０４.３２.１９７ 

投稿日時：２０１８年５月４日 

販売画面ＵＲＬ及び動画タイトル：  5 

・動画１ 

http:// 以下省略 

大○○加 ３Ｐ動画 

・動画２ 

 http:// 以下省略 10 

 大○○加 乱交動画 

 

２ ＩＰアドレス：６０.１０４.３２.１９７ 

投稿日時：２０１８年３月７日 

販売動画ＵＲＬ及び動画タイトル： 15 

・動画３ 

 http:// 以下省略 

 大〇〇加その①【期間限定】【無修正】 

 

３ ＩＰアドレス：６０.１０４.３２.１９７ 20 

投稿日時：２０１８年３月６日 

販売動画ＵＲＬ及び動画タイトル： 

・動画４ 

 http:// 以下省略 

 成瀬〇美その①【期間限定】【無修正】 25 

・動画５ 
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 http:// 以下省略 

 成瀬〇美その②【期間限定】【無修正】 

 

 

  5 
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侵害箇所特定目録 

 

No. 
本件著作物２の再生時間 

（総再生時間３：２７：０９） 

本件著作物２の再生時間に対応する

本件侵害動画３の再生時間 

（総再生時間２６：５９） 

１ 約 2：10：04～約 2：10：21 約 0：17～約 0：34 

２ 約 2：10：22～約 2：12：38 約 0：39～約 2：55 

３ 約 2：12：39～約 2：14：55 約 3：01～約 5：17 

４ 約 2：14：56～約 2：16：11 約 5：21～約 6：36 

５ 約 2：16：12～約 2：17：19 約 6：42～約 7：49 

６ 約 2：17：20～約 2：18：24 約 8：01～約 9：05 

７ 約 2：18：25～約 2：21：40 約 9：23～約 12：38 

８ 約 2：21：41～約 2：21：48 約 12：41～約 12：48 

９ 約 2：21：49～約 2：22：42 約 12：56～約 13：49 

１０ 約 2：22：43～約 2：23：01 約 13：55～約 14：13 

１１ 約 2：23：02～約 2：24：29 約 14：29～約 15：56 

１２ 約 2：24：30～約 2：25：24 約 16：07～約 17：01 

１３ 約 2：25：25～約 2：27：41 約 17：09～約 19：28 

１４ 約 2：27：42～約 2：28：44 約 19：35～約 20：37 

１５ 約 2：28：45～約 2：28：59 約 22：37～約 22：51 

１６ 約 2：29：00～約 2：32：06 約 23：51～約 26：57 
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